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5. 水利用の現状 

 

5-1 水利用の現状 

（１）水利用の概要 

芦田川水系の水利用は、古くは新田開発及び上水道等に利用されてきた。現在

では、農業用水、上水道用水、工業用水、発電用水等、多方面に利用されている。 

芦田川水系における利水事業については、福山市における水道の歴史に始まり、

今から 400 年ほど前の元和 5 年（1619 年）に福山城主水野勝成公によって、久松

城の築造に並行し、城下町へ飲料水を供給する施設がつくられた。これは当時、

藩主の経営による上水道としては、尾張、水戸のものと並んで天下に著名な水道

で市民からは旧水道と称されて親しまれ、昭和 20 年の戦災まで、その一部は重

要な施設として利用されていた。 

近年の芦田川水系の水資源開発は、昭和 35 年 3 月に完成した農業用ダムの三

川ダムに始まり、昭和 56 年 6 月には、治水・利水の多目的堰として芦田川河口

堰が建設されている。また、治水・利水を目的として、昭和 61 年 7 月には御調

ダム、平成 10 年 3 月には八田原ダムが完成し、現在に至っている。 

また、規模の大きい農業用水の取水施設としては、七社頭首工、井溝用水、六

地蔵用水、五ヶ村用水、父石大井手堰用水の 5 ヶ所がある。 

 

表 5-1 芦田川水系利水現況（八田原ダム下流指定区間外）（平成 14 年度） 

出典：「水利現況調書」中国地方整備局 

目的別 法 件数
最大取水量
(m3/s)

かんがい面積
(ha) 備考

許可 5 2.682

慣行 0 0

合計 5 2.682

許可 2 4.052

慣行 0 0

合計 2 4.052

許可 5 4.909 1080.00

慣行 23 － 238.73

合計 28 4.909 1318.73

なお、八田原ダム上流の府中発電所の取水量は、最大8.5m3/s、常時0.85m3/sである。

上水

工水

農水



 54

出典：福山河川国道事務所資料 

図 5-1(1) 芦田川水利用状況模式図①（八田原ダム下流指定区間外） 
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出典：福山河川国道事務所資料 

図 5-1(2) 芦田川水利用状況模式図②（八田原ダム下流指定区間外） 
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（２）農業用水 

芦田川流域内は、農業用水として、約 8,230ha に及ぶ耕地の灌漑に利用されて

いる。その内、八田原ダム下流指定区間外においては、許可水利権として 5 件、

1,080ha の耕地に最大 4.909m3/sec の取水があるとともに、慣行水利として、23

件、かんがい面積約 240ha の農業用水として利用されている。 

 

（３）水道用水 

芦田川流域内は、水道用水として、大正 15 年に給水を開始した福山市をはじ

めとし、2 市 1 町で 2.682m3/sec 取水されている。 

 

（４）工業用水 

芦田川流域内は、工業用水として、4.052m3/sec が福山市をはじめとする臨海

工業地帯に供給されている。 

 

（５）その他・発電用水 

芦田川流域内は、水力発電として、府中発電所をはじめとする 3 箇所の水力発

電所で使用され、総最大出力 12,525kw の電力供給が行われており、中国電力株

式会社によるものが 1 箇所、農業協同組合によるものが 2 箇所である。 

 

 

表 5-2 芦田川水系発電所一覧表 

 

 

 

 

 

 

出典：福山河川国道事務所資料 

最大m
3
/s 常時m

3
/s

芦田川 府中発電所取水塔 府中発電所 府中市諸毛町字永野山３２５２番４地先 中国電力株式会社 12,300 8,500 0.850 H33.3.31

芦田川 三川ダム 三川小水力発電所 世羅郡甲山町伊尾龍王山１０６１番地先 JA尾道市 148 0.450 0.330 H18.3.31

神谷川 藤尾発電所えん堤 藤尾発電所 福山市新市町大字藤尾字積ヶ城三国有林５１－２地先 JA福山市 77 0.195 0.046 H39.3.31

河川名 ダム名（取水堰） 発電所名 取水場所 管理者名
最大出力

(kw)

使用水量

許可期限
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七社頭首工             府中発電所 

出典：福山河川国道事務所資料         出典：福山河川国道事務所資料 
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5-2 渇水被害と渇水調整の現状 

芦田川では過去、昭和 48 年、昭和 53 年、昭和 57 年、平成 6 年、平成 7 年、

平成 14 年に夏場の降水量の不足による渇水被害を受けている。 

特に、平成 6 年の夏季には、降水量が平年を大きく下回り、備後地域において

異常渇水が発生し、長時間にわたり、上水道が断水し取水制限が行われる等の多

大な被害が生じた。 

近年の主要渇水の状況は、以下のとおりである。 

 

（１）昭和 48 年渇水 

この年の梅雨期の降雨量は平年の 50％以下、7 月は大正 15 年以降最小の 16mm

であり、配水管主要弁の調整による全体的な減圧を行った（実質的効果は 15％程

度）。実際には、工業用水の制限強化（蓮池工水 100％、臨海工水 93％カット）

で危機的状況をしのぎ、その後の降雨で最悪の事態を回避した。渇水を初めて経

験した企業は、当面の自助努力（排水の回収、構内井戸の掘削、一部海水の利用、

農業用水の陸送等）のほか、施設面の整備（大型貯水槽、排水回収処理等）を行

って将来の渇水に備えた。一方、水道局では応急水源の確保として浄水場用地内

への地下水揚水のためのボーリングを行った。 

 

（２）昭和 53 年渇水 

この年、福山市を中心に九州北部から始まった異常渇水は西日本各地へ、さら

に 8 月には全国規模へと広がった。この年の渇水の特徴は、農水灌漑期の 6～7

月に第一波、続く 7 月下旬～9 月上旬に第二波と 2 回も渇水に見舞われたことで

ある。前回の昭和 48 年の渇水以降、農業用水の余剰水の上水道への転用や芦田

川河口堰を水源とする新しい工業用水道の一部給水開始等を行っていた。この年

の渇水の原因は、昭和 41 年に次ぐ最小雨量であり、そのため 55％程度の三川ダ

ム貯水率で最需要期を迎え、工業用水については通例となっていた 15％程度の自

主節水を要請した。 

 

（３）昭和 57 年渇水 

この年の雨不足により、7 月 2 日の時点で、三川ダムでは、貯水量が 1,230 万

m3（貯水率 44.6％）となった。このため、広島県は、芦田川水利調整会議に放水
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量を一日 30 万 m3 から 25 万 m3 に減らすよう要請した。7 月 4 日には、建設省中国

地方建設局が、昭和 53 年以来 4 年ぶりに渇水対策本部を設置した。三川ダム一

帯の雨量は 6 月がわすか 52mm、1 月から 6 月は 333mm で昨年までの 10 年間の 6

月平均雨量の 57％にとどまり、三川ダムの貯水量は 5 日午前 0 時現在、満水時の

34.7％、424 万 5 千 m3 に減った。 

 

（４）平成 6 年渇水 

この年の夏期は、梅雨期の雨が平年を大きく下回り、台風接近による雨も少な

く、また、秋雨前線の活動も弱かったことから、備後地域において異常渇水状況

が発生した。7 月 25 日～26 日の台風 7 号により、三川ダム地点で 24mm の降雨は

あったものの大勢の好転には至らず、8 月 1 日には三川ダム貯水量 272 万 m3（満

水時の約 22％）という危機的状況に至り、上水道の取水制限率 30％及び工業用

水道の取水制限率 85％が決定した。工業用水道は、市の渇水対策部の自主的判断

で 8 月 6 日から芦田川表流水に係る中津原浄水場の取水を停止した。そのため、

8 月 16 日には上水道の 12 時間断水に踏み切らざるを得なかった。ダム貯水量が

117 万 m3（満水時の約 9.5％）まで落ち込んだ 8 月 20 日にはダム地点で降雨があ

ったものの大勢の好転には至らず、9 月 1 日にはダム貯水量は再び満水時の約

13％と最悪の状況となった。 

 その結果、各地で取水制限が行われ、12 時間断水が 45 日間続く等、約 12 万

3,500 世帯が被害を受けた。また、工業用水全体では、最大約 70％の取水制限が

行われ、各企業では井戸掘削や水質浄化装置の設置による循環水再利用により対

応を行った。
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出典：福山河川国道事務所資料 

図 5-2 平成 6 年渇水の新聞記事等 

平成 6 年渇水（河口堰付近）     平成 6 年渇水（給水活動） 

出典：福山河川国道事務所資料         出典：福山河川国道事務所資料 

平成 6 年渇水（作物被害）      平成 6 年渇水（三川ダム） 

出典：福山河川国道事務所資料         出典：福山河川国道事務所資料 
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（５）平成 14 年渇水 

平成 14 年の芦田川流域は、降雨が少なく、八田原ダム及び三川ダムの貯水量は

７月中旬頃から下降の一途を辿り、10 月下旬には、15,000 千 m3 まで下がった（全

貯水量 35,306 千 m3）。 

芦田川の流域平均雨量は、8 月は 38mm（平年 116mm、33％）、9 月は 75mm（平年

144mm、52％）、10 月は 43mm（平年 99mm、43％）であった。 

平成 15 年 1 月 6 日には、両ダム合わせて、10,712 千 m3 となった。 

その後、平成 15 年 2 月 14 日に、農業用水 40％、工業用水 30％のカット率が

20％に緩和され、平成 15 年 3 月 8 日には、104 日ぶりに取水制限が解除された。 

平成 14 年渇水（8.0km 付近）    平成 14 年渇水（八田原ダム） 

出典：福山河川国道事務所資料         出典：福山河川国道事務所資料 
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このような経験から、円滑な渇水調整を図るためには、水系内の水利使用者が

河川管理者の提供する河川情報を共有し、他水利の尊重と信頼に努め、許可に係

る水利使用が困難となり、または恐れがある場合には、相互にその水利使用の調

整について、自主的に早い段階から必要な会議を行い有効な水利運用に努めるも

のとするため、芦田川においては、平成元年 8 月 31 日には、芦田川水利用連絡会

議が設立され、平成 10 年 5 月 19 日には、芦田川渇水調整協議会に名称を変更し

現在に至っている。 

 

表 5-3 芦田川渇水対策連絡協議会 

出典：福山河川国道事務所資料 
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井溝土地改良区

府中市五ヶ村土地改良区
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5-3 水需要の動向 

芦田川を含む備後地域の年間水需要量は、「広島県長期水需給計画 ひろしま

21 水プラン」（平成 12 年 11 月、広島県）によると、平成 12 年にピークに達し、

その後緩やかに減少するものと予測されており、平成 7 年現在で 698 千 m3/日、

平成 12 年時点で 721 千 m3/日、平成 22 年時点で 692 千 m3/日になると見込まれて

いる。 

用途別需要量では、生活用水は平成 12 年にピークに達し、その後緩やかに減少

するものと予測され、また、工業用水は、多用水型産業の回収率の向上や備後地

域における主要産業である鉄鋼業の補給水量の低減に伴い減少するものと予測さ

れる。 

 

 
図 3-1 年間水需要量  

  

なお、「広島県長期水需給計画 ひろしま 21 水プラン」では、農業用水は水田

かんがい用水がその大半を占めているが、近年水田面積の減少にある一方で、単

位面積あたりの水量は増加する傾向にあるとともに、代かき期が一時に集中する

傾向があり、今後とも需要量には大きな変化が生じないものと考えている。  
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